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品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術確立事業実施要領

制定 平成２２年４月１日 ２１生産第１０５６１号

第１ 目的

この要領は、農山漁村６次産業化対策事業実施要綱（平成２２年４月１日付け２１総合第２

０７４号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）別表１の品種保護に向けた

ＤＮＡ品種識別技術確立事業の項に掲げる事業について、実施要綱、農山漁村６次産業化対策

事業関係補助金交付要綱（平成２２年４月１日付け２１総合第２０７５号農林水産事務次官依

命通知。以下「交付要綱」という。）及び農山漁村６次産業化対策事業に係る公募要領（平成

２２年３月５日付け２１総合第１９０７号大臣官房環境バイオマス政策課長、大臣官房国際部

長、総合食料局長、生産局長、経営局長通知。以下「公募要領」という。）の規定に基づき、

必要な事項を定めるものとする。

第２ 事業実施計画

１ 事業実施計画の作成及び承認

実施要綱第５の１の事業実施計画は、別記様式１により作成し、承認申請するものとする。

ただし、事業実施計画の中止又は廃止の承認申請については、交付要綱第５の規定に基づく

「事業中止（廃止）承認申請書」の提出をもって、これに代えることができる。

２ 事業実施計画の重要な変更

実施要綱第５の２の重要な変更は、以下のとおりとする。

（１）事業の内容の追加又は削除

（２）事業目的の変更

（３）交付要綱別表１の９の事業の項の重要な変更の欄に掲げる変更

第３ 事業実施状況の報告

事業実施主体は、実施要綱第７の規定に基づき、事業終了後速やかに、事業実施計画（別記

様式１）に準じて事業実施結果に係る報告書を作成し、事業の一環として作成した報告書を添

付の上、農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）に提出するものとする。ただし、

農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）第６条第１項の規定に基

づく実績報告書の提出をもって、これに代えることができる。

第４ 事業収益状況の報告

事業実施主体は、実施要綱第９の１の規定に基づき、事業に係る企業化、特許権等（特許権、

特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、

プログラムの著作物の著作権、データベースの著作物の著作権、回路配置利用権、回路配置利

用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける地位及び育成者権をいう。以下同じ。）の

譲渡又は当該特許権等を利用する権利の設定等、事業を実施することにより発生した収益の状

況について、事業終了年度の翌年度以降３年間、毎年、別記様式２により事業収益状況報告書

を作成し、毎会計年度終了後１月以内に生産局長に提出するものとする。

第５ 収益納付

１ 事業実施主体は、事業に係る企業化、特許件等の譲渡又は当該特許権等を利用する権利の
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設定等により相当の収益を得たと認められる場合には、実施要綱第９の２の規定に基づき、

原則として毎会計年度の当該収益に、当収益を取得したときまでに交付された補助金の総額

をそれまでに補助事業に関連して支出された開発費総額で除した値を乗じて得た額を、国庫

に納付するものとする。

２ 収益を納付すべき期間は、補助事業の終了年度の翌年度以降３年間とする。

第６ 補助金遂行状況の報告

交付要綱第９に定める補助金遂行状況の報告については、補助金の交付決定に係る年度の１

２月末日現在において補助金遂行状況報告書を作成し、翌月末までに正副２部を交付決定者（交

付要綱第３の２に規定する交付決定者をいう。）に提出するものとする。ただし、交付要綱第

８の規定に基づき概算払を受けようとする場合は、交付要綱別記様式第３号の概算払請求書の

提出をもって、これに代えることができる。

第７ 事業実施主体の特認の要件及び手続

１ 公募要領別表１の事業Ｎｏ．２０の項の第４欄に掲げる生産局長が特に必要と認める団体

（以下「特認団体」という。）は、次に掲げる要件をすべて満たす団体とする。

（１）主たる事務所の定めがあること。

（２）代表者の定めがあること。

（３）定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。

２ 特認団体の認定の申請は、実施要綱第５の１の規定による事業実施計画の提出の際、別記

様式３を併せて提出することにより行うものとする。

第８ その他

１ 事業の委託

（１）事業実施主体は、事業遂行に当たり、特殊な知識等を必要とする場合は、その事業を

遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託することができる。

（２）（１）の規定に基づき委託先を選定する場合には、原則として競争に付することとす

る。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

２ 報告又は指導

生産局長は、事業実施主体に対し、この事業に関し必要な報告を求め、又は指導を行うこ

とができる。

附 則

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。



別記様式１（第２、第３関係）                                                             

      

番   号   

年 月 日   

 

 

 

農林水産省生産局長  殿 

 

 

 

所在地                   

団体名                   

代表者  氏    名     印     

                                                                                  

   平成  年度品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術確立事業実施計画の承認（変更、中

止、廃止の承認）の申請について 

 

                                                                                  

農山漁村６次産業化対策事業実施要綱（平成２２年４月１日付け２１総合第２０７４号農林水

産事務次官依命通知）第５の１の規定に基づき、関係書類（注１）を添えて、承認（変更、中

止、廃止の承認）を申請する。                         

                                                                                 

 （変更理由） 

   ○○○○○○○○○○（注２） 

 

   （中止、廃止の理由） 

   ○○○○○○○○○○（注３） 

  

   注１ 関係書類として別添を添付すること。 

   注２ 変更承認申請の場合には、事業の変更の理由を記載し、事業実施計画の承認通知

があった事業の内容等と容易に比較対照できるよう、事業実施計画の変更部分を二

段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記入すること。ただし、事業内容のうち当

該変更の対象外となるものについては省略する。 

   注３ 中止又は廃止の場合には、事業の中止又は廃止の理由を記載すること。 

 



 

（別添） 
 
１．事業実施主体の概要 
 (1) 名称 
 (2) 主たる事務所の所在地 
 (3) 団体の代表者氏名 
 (4) 設立目的 
 (5) 設立年月日及び事業年度（ 月～ 月） 
 (6) 出資金等 
 (7) 主たる事業の内容 
 (8) 補助事業の実施体制 
 
２．本事業で取り組もうとする植物の現状と課題等について 
 (1) 育成者権の状況等 
 
   植物の種類 

 
     品種名 

 
   育成者権の存続期間 

 
      備考 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (2) (1)の植物の品種の品種保護とＤＮＡ品種識別技術に関する現状と課題 
 
植物の種類と品種名 

 
現状 

 
課題 

 
対処方針等 

 
 
 
 

 
         
  
 
 

 
           
 
 

 
       
   
 

 
３．年度別取組内容      
 

植物の種類 
 

平成･･年 
 

平成･･年 
 

平成･･年 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

注：取組内容については、技術開発の内容又は妥当性確認の方法を記載すること。 
 
４．推進会議等の開催 
 
会議等の名称 

 
開催時期 

 
参加者の所属・氏名

 
検討内容等 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
５．毎年の輸出金額の目標等 
  植物の種類（      ）  
 
 
 

 
平成･･年 
（現状） 

 
平成･･年
（目標）

 
平成･･年
（目標）

 
平成･･年
（目標）

 
平成･･年 
（目標） 

 
備 考 
 

 
輸出数量 
輸出金額 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
国内生産量 
国内生産額 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
国内侵害発生状況 
海外侵害発生状況 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

６．積算内訳 
  

 
区   分 

 

 
事業費 
 

 
国 費
補助金

 
自 己
負担金

 
その他
 

 
 

備  考 
 

 
 
 
ＤＮＡ品種識別技術
の開発 
 
 
ＤＮＡ品種識別技術
の妥当性確認 
 

 
円 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
円

 
 
 
 
 
 
 
 

 
円

 
 
 
 
 
 
 
 

 
円

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
○○○費  △△△円 
○○○費  △△△円 
 
 
○○○費  △△△円 
○○○費  △△△円 
 

 
      計 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
（注）必要に応じて、資料を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式２（第４関係） 

                               番   号 

                               年 月 日 

 

平成 年度品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術確立事業収益状況報告書 

 

 農林水産省生産局長 殿 

 

                   所在地 

                   団体名 

                                    代表者  氏    名      印 

 

 平成 年 月 日付け 生産第   号で補助金の交付決定の通知があった品種

保護に向けたＤＮＡ品種識別技術確立事業について、農山漁村６次産業化対策事業

実施要綱（平成２２年４月１日付け２１総合第２０７４号農林水産事務次官依命通

知。以下「実施要綱」という。）第９の１の規定により、事業の収益の状況につい

て下記のとおり報告する。    

  

記 

 

 １ 事業に係る企業化、特許権等の譲渡又は特許権等を利用する権利の設定等事

業を実施することにより発生した収益 

                                 円   

  

 ２ 本年度までに補助事業に関連して支出された費用の総額 

                                 円   

  

 ３ 補助金の確定額 

   平成 年 月 日付け 第   号確定 

                                 円   

  

 （注）収益計算書等を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式３（第７関係） 

 

 

品種保護に向けたＤＮＡ品種識別技術確立事業特認団体承認申請書 

 

 

１ 団体の名称 

 

２ 主たる事務所の所在地 

 

３ 代表者の役職名及び氏名 

 

４ 設立年月日 

 

５ 事業年度（ 月～ 月） 

 

６ 構成員 

 

 名称 

 

 

 

所在地 

 

 

 

代表者氏

名 

 

 

大企業・中

小企業の

別 

 

従業員

数 

 

 

資本

金 

 

 

年間

販売

額 

 

主要事業 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 設立目的 

 

８ 事業実施計画の内容 

 

９ 特記すべき事項 

 

１０ 添付書類 

（１）定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約及び総会等で承認されて

いる直近の事業計画及び収支予算等 

（２）新たに設立された団体にあっては、設立に関する関係者の協議・調整等を示す

書類（創立総会議事録写し等） 

（３）その他参考資料 
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